
令和５年度福岡地方最低賃金審議会 

 第３回福岡県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会 

 

１ 日 時 ： 令和５年 10月４日（水）13：00 ～14：35 

 

２ 会 場 ： 福岡合同庁舎 本館５階 共用第４会議室 

 

３ 出席者 ： 【公益代表委員】 ３人（定数３人） 

       【労働者代表委員】３人（定数３人） 

       【使用者代表委員】３人（定数３人） 

 

４ 主要議題  

（１）福岡県輸送用機械器具製造業最低賃金の改定について 

（２）その他 

 

５ 審議内容 

（労働者側） 

引上げ額については、地域最賃との優位性を担保して、産業の付加価値性、生産性の高さ

に見合う賃金水準を確保し競争力向上の為、地域最賃の引上げ率 4.56パーセントを現行の最

賃額 987円に掛けた 45円を主張する。 

（使用者側） 

経営的に厳しい状況下であるが、物価の上昇、賃金引上げ等社会情勢を考慮し、引上げ額

については、北九州市の消費者物価指数平均値 3.83パーセントをベースに 38円を主張した

いが、影響率が変わらないことを更に考慮して 40円を主張する。 

 

公益委員が全会一致を目指して、労使双方と意見を重ねたが、労使双方の主張には大きな開き

が残り、結審には至らず。部会長が次回までに労使間で意見一致に向けた十分な打合わせを行う

ことなどを求めるとともに、次回の予備日で全会一致による結審を目指すこととなった。 

 


